
本年３月２１日、過去３度にわたり廃案となっ

た共謀罪法案（組織犯罪処罰法改正案）が閣議

決定され、再び国会に提出された。そして、今

国会審議において本法案の矛盾や問題点が明ら

かになったにもかかわらず、自公与党は、日本

維新の会以外の野党の反対を無視し、審議時間

が３０時間を超えたとして５月２３日の衆議院

本会議において共謀罪法案を強行採決した。

共謀罪は、他人の権利・財産などへの侵害の

危険が未だ具現化していない曖昧な「計画」（合意）

の段階で国家が刑罰権を発動する点で、国民の内心の

自由、正当な言論・表現を抑圧し、適正手続原則に違

反するものであるから、共謀罪法案は、憲法１９条、

２１条、３１条に違反する法案である。２７７もの多

くの犯罪について共謀の段階から処罰できることとす

る共謀罪法案は、既遂処罰を基本としてきた我が国の

刑法体系を覆し、国民の自由な行動を大きく制限する

ものである。

「組織犯罪集団」が対象であって一般人は対象では

ないとも述べるが、法案に一般人を対象としないなど

という文言はなく「組織犯罪集団」かどうかの判断は

捜査機関であって、要は捜査機関が疑った者が「組織

犯罪集団」でありそうでないのが一般人であると言っ

ているに過ぎない。同法案では、原発反対運動や基地

建設反対運動などに適用され得る組織的威力業務妨害

罪や、楽譜のコピー（著作権法違反）や節税（所得税

法違反）など市民が普通の生活の中で行う行為が犯罪

に問われかねないものも対象犯罪に含まれている。一

般人が捜査対象になるのは明らかである。

自公安倍政権は、平和憲法に反して日本を「戦争の

できる国」にするために、２０１３年には「特定機密

保護法」（戦争を進めるための情報を国民から隠す法

律）、２０１５年に「戦争法（安保法制）」（自衛隊

が 海 外 で 戦 争

に 参 加 す る 法

律 ） を 作 っ て

きました。

反 対 運 動 を

大 き く 展 開 し

て 、 参 議 院 で

審 議 を つ く し

て 廃 案 に 追 い

込 ん で 行 き ま

しょう。
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